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１ 募集職種及び募集人数                                       

募集職種 
令和8年 4月 1日 

現 在 の 年 齢 

学歴 

区分 
受 験 資 格 

募 集 

人 数 

一 般 事 務 職 ５０歳以下 
高 卒 

以 上 

昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、最終学歴が高卒以上（令和８

年３月までの卒業見込みを含む）又は同程度の学力を有する方。 

１０名 

程度 

一 般 事 務 職 

( 障 が い 者 ) 
３５歳以下 

高 卒 

以 上 

平成２年４月２日以降に生まれた方で、最終学歴が高卒以上（令和８年

３月までの卒業見込みを含む）又は同程度の学力を有する方のうち、令

和８年１月１６日時点で次の条件のいずれかを満たす方。 

①身体障害者手帳の交付を受けている方。 

 

若干名 

 

ＮＥＭＵＲＯ ＣＩＴＹ 

☑市民と協働でまちづくりを進めていける方。 

☑前例にとらわれない柔軟な発想を持ち、地域が抱える諸課題等に積極的にチャレンジできる方。 

☑自ら学び知識・技能の向上に努め、職務に活用できる方。 

☑社会福祉士、社会教育主事など職務に活用できる資格を有する方。 

☑スポーツで秀でた活躍をされた方。 

☑社会人経験の中で培った職務能力や高度な知識を活用し、即戦力として活躍できる方。 

太平洋とオホーツク海に面した根室市では、北方海域の豊か

な水産資源を背景に古くから漁業の基地として発展してきた

全国でも有数の水産都市で、水揚げ１５年連続日本一を誇る秋

の味覚「さんま」や「花咲ガニ」などをはじめとする海の幸が

四季を通して豊富な街です。その他にも、手つかずの自然が魅

力で、日本で観られる野鳥の半数以上を観ることができるため

「野鳥の楽園」とも言われています。 

また、北方領土返還要求運動原点の地として、市民とともに

全国の先頭に立って、返還の実現に向けて様々な取り組みを行

っています。 

根室市では職員の採用にあたり次のような人材を求めています。 

根室市の概要 

根室市の試験の特徴 

 採用試験の申込みをインターネットによる電子申請で受け付けます。（スマートフォンからの申込みも

可能です） 

 当市では、公務員試験対策をしていない方でも受験しやすい総合適性試験を導入しております。 

 地方会場における第一次試験について、全国に会場のあるテストセンター方式の総合適性試験を実施し

ます。 
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②都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受け

ている方。 

③更生相談所又は児童相談所等により知的障害者であると判定された方。 

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 

保 健 師 ５０歳以下 
 昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、保健師資格を有する方又は令

和７年度実施の国家試験で保健師資格を取得見込みの方。 

６名 

程度 

管 理 栄 養 士 ５０歳以下 
 昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、管理栄養士資格を有する方又

は令和７年度実施の国家試験で管理栄養士資格を取得見込みの方。 
１名 

心 理 士 ５０歳以下  

昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、次の条件を満たす方。 

①普通自動車免許を有する方。（AT車限定免許可） 

②臨床心理士、公認心理師、臨床発達心理士のいずれかの資格を有する

方。（令和８年 3月までの取得見込みを含む） 

１名 

言 語 聴 覚 士 ５０歳以下 

 昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、次の条件を満たす方。 

①言語聴覚士資格を有する方。 

②子どもの言語・精神発達に関する指導及び相談などに従事した経験が

ある方。 

１名 

介護認定調査員 ５０歳以下 

 昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、次の条件を満たす方。 

①普通自動車免許を有する方。（ＡＴ車限定免許可） 

②有効な介護支援専門員資格を有する方（令和８年 3月までの取得見込

みを含む）、または、介護福祉士資格を有し、通算５年以上の実務経験を

有する方。（介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件を満たす介護福

祉士） 

１名 

介護支援専門員 

（ケアマネージャー） 
５０歳以下 

 昭和５０年 4月 2日以降に生まれた方で、次の条件を満たす方。 

①普通自動車免許を有する方。（ＡＴ車限定免許可） 

②有効な介護支援専門員資格を有する方。（令和８年 3 月までの取得見

込みを含む） 

１名 

保 育 士 ５０歳以下  
昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、保育士資格を有する方。（令和

８年 3月までの取得見込みを含む） 
若干名 

水 産 技 師 

（増養殖系） 
４０歳以下 

大 卒 

以 上 

昭和６０年 4月２日以降に生まれた方で、最終学歴が大卒以上（令和８

年３月までの卒業見込みを含む）又は同程度の学力を有する方のうち、

水産増養殖系の課程を履修した方。 

（水産資源の増養殖技術の指導・普及を目的とした職種） 

１名 

土 木 技 師 １ ５０歳以下 
高 卒 

以 上 

昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、最終学歴が高卒以上（令和８

年３月までの卒業見込みを含む）又は同程度の学力を有する方のうち、

土木の専門課程を履修した方。 

若干名 

土 木 技 師 ２ ５０歳以下 
高 卒 

以 上 

昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、次の条件を満たす方。 

①１級土木施工管理技士・２級土木施工管理技士のいずれかの資格を有

する方。 

②同一企業において建設現場の設計監理または、施工管理業務に５年以

上従事していた経験があり、かつ、自治体職員として設計管理業務の実

績を有している方。 

建 築 技 師 １ ４０歳以下  
昭和６０年４月２日以降に生まれた方で、大学、短期大学、高等専門学

校または専修学校を卒業し（令和８年３月までの卒業見込みを含む）、か
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つ、建築に関する課程を履修した方のうち、１級建築士の受験資格を有

している方。 

 

 

１名 

 

建 築 技 師 ２ ５０歳以下 

 

 

 

昭和５０年４月２日以降に生まれた方で、次の条件を満たす方。 

①１級建築士、２級建築士、１級建築施工管理技士のいずれかの資格を

有する方。 

②同一企業において建設現場の設計監理または、施工管理業務に５年以

上従事していた方。 

技 能 労 務 職 ５０歳以下 
高 卒 

以 上 

昭和５０年 4月 2日以降に生まれた方で、最終学歴が高卒以上又は同程

度の学力を有する方のうち、大型自動車免許及び大型特殊免許のいずれ

も取得している方。（令和８年３月までの取得見込みを含む） 

若干名 

併 願   
一般事務職と専門職（管理栄養士・保育士・技能労務職のいずれかの職）

の両方の受験資格を満たす者。（併願受験の詳細は下記参照） 

各職種

内数 

 

◆併願受験について 

・一般事務職と専門職(管理栄養士・保育士・技能労務職のいずれかの職)については、併願受験が可能となってい

ます。 

・併願受験者の試験では、事務職適性と専門職適性の両方を見極めることとなります。そのため、面接時の質疑等

は、単願者と異なる場合があります。 

・募集人数はあくまでも各職種の内数扱いとなっており、併願受験としての採用枠は設けておりません。 

・併願受験希望者は、電子申請フォームにおいて受験職種を「併願」とした後、第１希望職種、第２希望職種を選

択してください(希望順位の変更は原則認めません)。 

 

◆次のいずれかに該当する方は、受験できません 

① 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方。 

② 日本国憲法の制定の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した方。 

③ 根室市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過していない方。 

④ 令和８年度根室市職員採用試験（第Ⅲ期）を受験した方。 

 

２ 採用後の主な職務について                                                                                

職     種 職 務 内 容 

一 般 事 務 職 

（障がい者含む） 

福祉・医療・地域づくりなどの市民に身近な業務をはじめ、広報・企画・総務・北方領

土の復帰・防災・財政・税務・文化・環境・保健・産業・都市計画・教育など、行政事

務全般の幅広い業務に従事します。 

保 健 師 保健福祉に関する相談及び指導、母子の健康診査及び指導などに従事します。 

管 理 栄 養 士 栄養に関する相談、乳幼児健康診査・特定健診等における助言及び指導などに従事します。 

心 理 士 

児童の発達や障がいに関する相談業務、児童への発達検査等の実施、保育・教育機関へ

巡回し、児童の発達や障がい児支援についての専門的な助言を行うなど子どもの発達支

援全般に従事します。 

言 語 聴 覚 士 子どもの言語・精神発達に関する指導及び相談などに従事します。 

介護認定調査員 

介護保険の要介護認定申請をした被保険者の認定調査を行うため、居宅や施設等を訪問

し、介護保険法に基づいて日常生活動作の状況等、要介護認定に必要な調査を行い、認

定審査に必要となる調査票の作成などに従事します。 
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職     種 職 務 内 容 

介護支援専門員 

（ケアマネージャー) 

要介護者や要支援者の方の相談業務及び介護サービス等の提供についての計画作成や

各関係機関との連絡調整業務及び介護認定業務などに従事します。 

保 育 士 
保育所等における児童の保育、子育てに関する相談対応、子育て支援等における行事の

開催などに従事します。 

水 産 技 師 

（ 増 養 殖 系 ） 

沿岸資源の保護や管理をはじめとし、増養殖事業に関する技術的指導や普及、漁場の保全、

整備など水産資源の管理・技術開発に関する業務全般に従事します。 

土 木 技 師 
道路・河川・港湾・上下水道などの土木工事の計画・設計及び監督、都市計画、公園整

備業務などに従事します。 

建 築 技 師 
建築工事の設計、監理及び契約事務をはじめ、建築基準法に基づいた建築確認・審査・

検査など建築行政業務に従事します。 

技 能 労 務 職 
主に道路、河川等の維持補修に関する業務及び冬期における除排雪業務などに従事しま

す。 

 

３ 試験の方法及び内容                                                                           

第 一 次 試 験 第 二 次 試 験 

【全職種】 

①申込書類による書類審査 

②総合適性試験（基礎学力、適性） 

③作文試験 

【一般事務職（障がい者含む）、技能労務職】 

①集団討論試験 

②個人面接試験 

【上記以外の職種】 

個人面接試験 

 

４ 試験日時及び試験会場                                     

（１）第一次試験【いずれかの会場を選択してください】 

区  分 会  場 試 験 日 時 試 験 場 所 

全 職 種 

根室会場 

令和８年１月１７日（土） 

・受付時間 

午前８時３0分～午前 9時０0分 

・試験時間 

 午前 9時０0分～午前１１時０0分 

根室市役所 

住所:根室市常盤町2丁目27番地 

TEL:0153-23-6111 

地 方会場 

【テストセンター方式による実施】 

令和８年１月１７日（土）から 

    １月２５日（日）まで 

※テストセンター方式による受験の詳細は下

記をご覧ください。 

札幌市、東京都、大阪府など全国

３００ヵ所以上の会場で実施 

【テストセンター方式】 

全国４７都道府県に３００ヵ所以上あるテストセンター会場において、パソコンを使用し行う試験方式で、指定

された期間内であれば受験者が希望する会場、日時で受験ができます。 

（２）第二次試験 

区  分 会  場 試 験 日 時 試 験 場 所 

全 職 種 根室会場 令和８年２月１４日（土）予定 一次試験合格者に対し、別途通知 

※第二次試験日程等については、変更することがありますので、ご承知おきください。 
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５ テストセンター方式の受験までの流れ                                  

（１）受験前準備 

①受験申込時に「受験会場」で「テストセンター会場」を選択し受験を申込みます。 

②申込み後、受験案内メールを受信します。 

③受信したメールからマイページにログインし、試験会場・日時を予約します。 

④予約完了画面で最終確認します。 

（２）受験当日の流れ 

①予約した日時に試験会場へ行きます。 

②会場にて受付書類への記入と本人確認を行ったあと、荷物をロッカーへ預けます。 

③試験官の指示に従い受験します。 

※注意事項 

受験案内メールを受信可能になるよう以下のメールアドレスのフィルタリング解除の設定をお願いします。 

（上記解除を行わない場合、受験案内などのメールが自動的にゴミ箱や迷惑メールフォルダに移行され、メールが届かない場合

があります。） 

メールアドレス指定の場合 ドメイン指定の場合 用途 

help@cbt-s.com 
cbt-s.com 

予約完了メールなどで使用します 

renraku@cbt-s.com 受験予約メールで使用します 

 

６ 受付期間及び申込方法≪申込みは電子申請となります≫                                                 

受 付 期 間 
令和７年１２月１５日（月）～令和８年１月１６日（金）正午 

※郵送書類については、１月１６日必着 

申 込 手 順 ① 

（電子申請） 

 

 

 

 

 

 

 

全 職 種 共 通 

下記URLまたは２次元バーコードから専用ページにアクセスして、必要事 

項を入力しお申込みください。 

 

https://www.harp.lg.jp/Z5OnoMxk            

 

               

 

※インターネットで申し込むことができない場合は総務部総務課職員担当

にご相談ください。 

【添付書類】 

①顔写真 ≪必須≫（申込み前３ヵ月以内に撮影した無帽・上半身・正面

向きの写真） 

②職務経歴書【市指定様式】（職務経験を有する方のみ）  

保 健 師 上記①・②のほか、保健師資格免許証の写し（有資格者のみ） 

管 理 栄 養 士 上記①・②のほか、管理栄養士免許証の写し（有資格者のみ） 

心 理 士 
上記①・②のほか、普通自動車免許の写し（ＡＴ車限定免許可）、該当資格

証の写し（有資格者のみ） 

言 語 聴 覚 士 上記①・②のほか、言語聴覚士免許証の写し 
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介護認定調査員 
上記①・②のほか、普通自動車免許の写し（ＡＴ車限定免許可）、介護支援

専門員資格証の写し（有資格者のみ）または、介護福祉士資格証の写し 

介護支援専門員 

（ケアマネージャー) 

上記①・②のほか、普通自動車免許の写し（ＡＴ車限定免許可）、介護支援

専門員資格証の写し（有資格者のみ） 

保 育 士 

(併願受験者含む) 
上記①・②のほか、保育士資格免許証の写し（有資格者のみ） 

土 木 技 師 ２ 上記①・②のほか、該当資格免許証の写し 

建 築 技 師 ２ 上記①・②のほか、該当資格免許証の写し 

技 能 労 務 職 

(併願受験者含む) 

上記①・②のほか、大型自動車免許証及び大型特殊免許証の写し（有資格 

者のみ） 

申 込 手 順 ② 

（郵送書類） 
全 職 種 共 通 

①作文用紙【市指定様式】 

②最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書（発行 3ヵ月以内） 

③調査書又は成績証明書（発行 3ヵ月以内） 

※受験資格に記載の専門課程履修時と最終学歴が異なる場合は両方の証明

書が必要です。 

 

【提出先】 

〒０８７－８７１１ 

根室市常盤町２丁目２７番地 

根室市役所総務部総務課職員担当（市役所３階） 

TEL ０１５３－２３－６１１１（内線 2321・2322） 

作 文 試 験 

実 施 要 領 

・作文用紙に記載されているテーマについて、自分の意見を作文用紙２枚（８００字以内）に 

 自筆で記入しまとめてください。 

 ※作文用紙については、A4 サイズに印刷の上、記入してください。 

申 込 時 の 

注 意 事 項 

・パソコン及びスマートフォンからの申込みが可能です。 

・各免許証の写しは写真で撮影したものを添付することも可能です。 

・同じ試験の申込みを繰り返し行うことはおやめください。同一人物による複数の申込みが確

認された場合、最初の申込みのみ有効といたします。 

・申込み後に登録内容を変更することができません。各項目に必要事項を入力後、申請画面下

の「確認画面」をクリックすると、入力した内容が確認できますので、入力内容に誤りがな

いか、登録前に必ずご確認ください。 

※その他注意事項 

一般事務職（障がい者）を受験する方については、申込から採用までの間において、手帳等の掲示を求めることがありま 

す。その際に、受験資格を満たしていることが確認できない場合は、採用試験を受験できないほか、最終合格後であっても、 

採用されません。 

 

７ 採用予定日                                                            

令和８年４月１日  

※採用後６ヵ月間は、地方公務員法の規定により条件付採用となり、この期間内において良好な成績を収めた 

場合に正式採用となります。 
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８ 勤務条件について                                          

 令和７年４月１日現在の勤務条件については、次のとおり       

勤 務 時 間 

・勤務時間 午前８時５０分～午後５時２０分（うち休憩時間４５分） 

※勤務時間の選択制等の試行導入により当面の間は、下記の勤務時間となります。 

午前８時４５分～午後５時３０分（うち休憩時間６０分） 

・完全週休２日制実施 

※勤務箇所によって、勤務時間及び週休２日制の実施方法が異なります。 

給 料 

 

【下記以外の職種】 

学歴区分 初任給 

大学卒 ２３２，０００円 

短大卒 ２１６，５００円 

高校卒 ２００，３００円 

 

【保健師】 

学歴区分 初任給 

大学卒 ２７９，７００円 

 

【言語聴覚士】 

学歴区分 初任給 

大学卒 ２５３，６００円 

短大３卒 ２４０，６００円 

 

【消防職】 

学歴区分 初任給 

大学卒 ２３７，６００円 

短大卒 ２２２，６００円 

高校卒 ２０６，７００円 

※初任給は、年齢、前歴等により加算される場合があります。 

【職務経験年数を有する場合の初任給の例：一般事務職（最終学歴：大学卒）の場合】 

採用時年齢 職務経験年数 初任給 

２５歳 ３年 ２４６，７００円 

３０歳 ８年 ２８５，２００円 

３５歳 １３年 ３０８，２００円 

４０歳 １８年 ３５９，９００円 

 ※採用時の職務経験年数に基づき例示しているものであり、初任給については個々の職 

務経験年数により異なります。 

諸 手 当 
期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、そ

の他市条例の規定による手当支給があります。 

休 暇 制 度 年次有給休暇（１年につき２０日間）のほか、夏季休暇、結婚、出産、育児休暇など 

福利厚生制度 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員退職手当組合加入 
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９ 第二次試験受験にかかわる旅費の一部負担について                                       

 第一次試験合格者のうち第二次試験を根室会場で受験する一般事務職を除く専門職受験者（市外に居住する者

のみ）については、市の規定により受験にかかわる旅費の一部を負担します。 

例：東京都在住の場合 

交通費等 宿泊費 合計 

58,000 円 10,900 円 68,900 円～ 

※交通費については、領収書等の提示によりその実費相当分、宿泊費については、ホテル等に宿泊した場合、 

１泊分を限度に定額を支給します。 

 

10 赴任旅費について                                       

 根室市外から赴任する場合、条例の規定による赴任旅費の支給があります。   

例１：札幌市から赴任（本人１名の場合） 

移転料 着後手当 合計 

81,500 円 26,200 円 107,700 円～ 

例２：大阪府から赴任（本人１名の場合） 

移転料 着後手当 合計 

121,500 円 26,200 円 147,700 円～ 

例３：東京都から赴任（本人１名の場合） 

移転料 着後手当 合計 

113,500 円 26,200 円 139,700 円～ 

※上記の金額に交通費が加算されます。 

※在勤地及び扶養親族の人数により金額が増減します。 

 

11 その他                                                                                   

・本要項、職務経歴書及び作文試験用紙は根室市ホームページからダウンロードできます。 

・応募書類は一切返却いたしませんので、あらかじめご了承願います。 

・受験票の送付はありませんので、試験当日は直接お越し下さい。 

・応募書類提出後に受験を辞退する場合は、次のメールアドレス宛に必ずご連絡ください（メール本文には、 

「受験職種」及び「氏名」を記載してください）。 

総務課職員担当メールアドレス：sou_soumu@city.nemuro.hokkaido.jp 
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12 試験会場案内                                         

（１）根室会場 

会  場：根室市役所 

住  所：根室市常盤町２丁目２７番地 

アクセス：JR根室駅より徒歩５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 職員採用試験に関するＱ＆Ａ                                    

Ｑ１ 受験票の送付はありますか？ 

Ａ１ 受験票の送付はございません。試験会場にて試験官に受験職種及び名前をお伝え下さい。 

Ｑ２ 総合適性試験（基礎学力、適性試験）の内容はどういったものですか？ 

Ａ２ 基礎学力については、職務に必要とされる基礎的な知的能力（言語、数理、論理、常識、英語）の分

野について、総合的に測定します。適性試験については、人物像を把握するための試験となっており、

基礎学力のように対策を講じる必要はありません。 

Ｑ３ 複数の職種に申込むことはできますか？ 

Ａ３ 同一の日程にて行われる試験においては、いずれか１つの職種での受験となりますので、複数の職種

に申込みすることはできません。（併願受験者除く） 

Ｑ４ 合否の結果は、どのように通知されますか？ 

Ａ４ 受験者全員へ結果通知を現住所宛に郵送します。（市ホームぺージへの掲載は行いません） 

14 問合先                                                  

根室市役所 

総務部総務課職員担当 

（市役所３階） 

〒０８７－８７１１ 

根室市常盤町２丁目２７番地 

TEL ０１５３－２３－６１１１（内線 2321・2322） 

根室市ホームページ http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/ 

 


